
議案第３２号  

 

 

   調布市教育委員会教育長職務代理者の権限に属する事務の委任等に

関する規則  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

令和  ４  年  ９  月３０日  

 

 

提出者  調布市教育委員会  

                    教育長  大和田  正  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 教育長職務代理者の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定め

るため，提案するものです。  



調布市教育委員会規則第  ６  号  

 

 

   調布市教育委員会教育長職務代理者の権限に属する事務の委任  

等に関する規則  

 

 

 (趣旨 ) 

第１条  この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号。以下「法」という。 )第１３条第２項の規定により調

布市教育委員会教育長が指名する委員（以下「教育長職務代理者」とい

う｡）の権限に属する事務の委任又は臨時代理について，必要な事項を定

めるものとする。  

(事務の委任等 ) 

第２条  教育長職務代理者は，法第２５条第４項の規定により，教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（教育委員会の会議を主宰

し，教育委員会を代表することを除く。）を教育部長に委任し，又は臨時

に代理させることができる。  

 

 

  附  則  

この規則は，公布の日から施行する。     

 


